
●出張申請書

〇 レンタカー・⾃家
⽤⾞使⽤許可願

〇 海外出張願

● 出張報告書

出
張
後

● 交通費領収書

〇 航空券領収書
〇 搭乗券半券
〇 eチケット等

〇 宿泊費領収
　　書、明細書

〇 両替証明書 ※海外出張時に両替をした場合、提出する。（クレジットカードにて執⾏した場合は不要）

1.旅費にかかる提出書類について

提出物 留　意　点

出
張
前

※宿泊をともなう場合で、領収書を提出できない場合、あるいは宿泊料の⽀給を受ける意思が
   ない場合は、その旨記⼊する。
※海外出張の場合、旅費計算上、⽬的地到着⽇・出発⽇の情報が必要なため、フライトスケ
   ジュール（e-チケット等）がわかる購⼊時の資料を提出する。学会の場合は開催通知書・
   プログラム等を提出する。
※旅⾏代理店などのパックプランを利⽤する場合は事前に事務局に相談する。

※出張にあたり、レンタカー、⾃家⽤⾞を利⽤する場合、許可願を提出する。

※海外出張する場合、海外出張が決定次第、早急に提出する。
※必ず事前に所属⻑の承認を得る。

■個⼈研究費における海外出張の場合、原則として個⼈研究費（加算額を除く）の額の２分
   の１を限度とする。
２分の１を超えて使⽤する場合は、事前に研究委員会の承認を得なければならない。

例)4⽉1⽇に所属している専任教員は、個⼈研究費50万円の2分の1の25万円が限度となる。
  ※旅⾏代理店などのパックツアーなどを利⽤する場合は、事前に研究⽀援課(⾞道は総務課)へご相談ください。
  ※個⼈研究費と科研費等、複数の経費との出張をあわせた⼀連の出張を希望する場合、研究⽀援課(⾞道は
     総務課)に連絡してください。

※出張の成果内容を簡潔に記載し、出張が数⽇に及ぶ場合、報告内容を⽇にちごとに記⼊す
   る。
※インタビューや打ち合わせの場合、⽇時、場所、⾯談相⼿名などがわかる会議通知や
　アポイント のメール等を可能な限り添付する。
※前泊・後泊が必要な場合は理由を記⼊する。出張先での業務開始時間に間に合わせるため
   に、出発時間が8時前となる場合、前泊が可能となる。業務終了後に帰宅時間が20時以降
   となる場合、後泊が可能となる。
※交通費は実費精算のため領収書を提出する。（領収書の代わりに、無効印付きのきっぷでも
   可とする。）
※地下鉄、近距離バスなど領収書の取得が困難な場合、出張経路への記載で代替する。
※JRのEX-ICの利⽤の場合、Web領収書を添付する。
※回数券購⼊の場合は購⼊時の領収書のほかに、使⽤済み特急券を添付する。
※特急利⽤可能な場合で、やむを得ず領収書が提出できない場合は実費精算が不可能なため
   ⾃由席料⾦で計算する。

※エコノミークラス以外を利⽤する場合、事務局へ事前に相談のうえ、同⽇購⼊の場合のエコノ
   ミークラスの⾒積もりやアップグレードを証明する資料(ポイント利⽤明細等)などを提出する。

※宿泊⽇ごとの室料、宿泊⼈数、宿泊期間などがわかる領収書、明細書を提出する。
 （領収書に明細が記載されている場合を除く。Web予約の場合は予約確定時の明細がわか
    るメールなどのプリントも可）。
※素泊まりでないプラン付料⾦で宿泊した場合、プラン内容の詳細がわかるものを提出する。
※⾷事代は対象外とする。
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 2.旅費の計算について 
 

旅費としての執⾏額は、研究⽀援課（⾞道は総務課）における出張旅費の計算結果に基づきます。 
 留  意 点 

国 

内 

交通費 

実費とする。 
※原則として、出発地から⽤務地までを計算する。 

宿泊を伴う場合でも、宿泊地から⽤務地までは⽀給しない。 
※旅費規程別表第１の備考1に、「100㎞を超える乗⾞区間で、新幹線、特急、また急⾏を利⽤

した場合は、特急または急⾏料⾦を⽀給する。」とあり、2017年度よりすべての研究旅費におい
て、上記運⽤が通勤⼿当⽀払区間においても、領収書の提出により認められている。 

※名古屋鉄道座席指定、近畿⽇本鉄道特急券を利⽤し、領収書が提出された場合は、座席指
券代を⽀給する。（特急停⾞駅を利⽤する時に限る。）但し、理由のない近距離の利⽤等、
⼀般常識の範囲を逸脱する利⽤の場合⽀給は不可とする。 

※⽤務地が複数にわたる場合において、100㎞を超える最初の⽤務地まで出張した後、次の⽤務
地への移動の乗⾞区間が100㎞未満である場合、出張スケジュール上その利⽤が必要と認めら
れれば、領収書の提出により、特急、また急⾏料⾦を⽀給することができる。 

※北海道、九州、沖縄の出張については、エコノミークラス相当の航空運賃（実費）を⽀給するこ
とができる。ただし、北海道、九州、沖縄以外の出張においても、エコノミークラス相当の航空運賃
(実費)及び付随して発⽣する諸費⽤の総額が、鉄道運賃料⾦を超えない場合には航空運賃を
⽀給することができる。 

宿泊費 
1泊13,000円を上限とする 
※個⼈宅での宿泊は宿泊料を⽀給しない。 

⽇当 
1⽇2,500円 
※愛知県内の出張は⽇当を⽀給しない。 
※⽤務のない移動のみの⽇は⽇当を⽀給しない。 

＜明細内容例＞ 
・宿泊者⽒名 
・宿泊⼈数 
・宿泊期間 
・部屋単価 
・その他料⾦明細  等  

愛知⼤学  愛⼤ 太郎 
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海
外 

 
交通費 

実費とする。 
※航空運賃については、エコノミー料⾦とする。 
※旅程上必要になる、空港と宿泊地及び宿泊地と⽤務地の間を移動する交通費は、領収書の

提出にもとづき、実費を⽀給する。 

宿泊費 
1泊22,500円を上限とする。 
※機中泊、個⼈宅での宿泊は宿泊料を⽀給しない。 

⽇当 

1⽇7,200円 
※出張地国内間における、⽤務のない移動のみの⽇は⽇当を⽀給しない。 
※出張⽤務に必要となる国際間（⽇本-海外、海外-海外）の移動⽇に対しては、⽤務の有無に

関係なく⽇当を⽀給する。 

その他 
※予防注射、旅券の交付⼿数料、査証⼿数料及び⼊出国税の実費、ビザ申請における⾯接時

の交通費を⽀給できる。 

 
 
【特別研修中の旅費について】 

「7 教育職員特別研修・他機関給付研修」のページをご参照ください。 
 

【海外で使⽤した際の⽇本円への換算⽅法】 
○現地にて直接現地通貨で購⼊した場合、原則として外貨購⼊（両替）時の計算書（両替証明書）による換算

レートを使⽤します。 
○クレジットカードを使⽤した場合は、⽇本円で引き落とされた⾦額を執⾏額とします。 
○上記に拠ることのできない場合は、⽀払⽇（「領収書」⽇付の換算レート(本学指定)）により円換算し執⾏します。 

 

【他予算から交通費・宿泊費・⽇当が⽀給されている場合について】 
他の予算から交通費・宿泊費・⽇当を⽀給される場合は、その⽀給額を除いた費⽤を執⾏します。⼆重払いを避ける
ために、出張申請書の摘要欄に区間ごとにどの予算から⽀給されるか、明記してください。 
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